
 

第２１１回教育研究評議会＜議事要録＞ 

 

日 時   令和４年１１月１４日（月）１３：５８～１６：０６ 

場 所   ＜Web会議により実施（Microsoft Teamsを使用）＞ 

      本部棟３階 特別会議室 

出席者 服部学長，藤田理事，肥後理事，大谷理事，椎名理事，藤波理事，金山副学長， 

松崎副学長，増永副学長，丸橋法文学部長，河添教育学部長，磯村人間科学部長， 

鬼形医学部長，伊藤総合理工学部長，川向生物資源科学部長，片岡評議員， 

加藤評議員，石原評議員，山田評議員，松本評議員，河野評議員，境評議員， 

津本評議員，半田評議員 

オブザーバー   千家監事 

欠 席   高橋評議員 

〔陪席：企画部長，研究・地方創生部長，教育・学生支援部長，総務部長， 

財務部長，松江地区学部等事務部長，医学部事務部長，教育企画課長， 

入試課長，学生支援課長，総務課長，監査室長〕 

 

議題１ 管理学則の一部改正について 

議題２ 松江保健管理センター規程及び出雲保健管理センター規程の制定について 

○ 肥後理事から管理学則の一部改正について及び松江保健管理センター規程及び出雲保健

管理センター規程の制定について説明があった。 

○ 片岡評議員から，学生支援委員会において各学部と保健管理センターが連携し，情報交

換等を行っているが，センターの改組によって委員会との接続に影響はあるかとの質問が

あった。肥後理事から，保健管理センターが単独の部局として配置されることに伴い，学

生支援委員会規程等保健管理センターに係る規則の整理を行う予定だが，学生支援委員会

において引き続き各学部及び保健管理センターと連携した体制を整えたいとの回答があっ

た。 

○ 審議の結果，原案どおり議決された。 

議題３ 令和５年度以降の研究倫理教育の教材の設定について 

 ○ 大谷理事から令和５年度以降の研究倫理教育の教材の設定について説明があり，審議の

結果，原案どおり議決された。 

議題４ 研究活動の不正行為の防止に関する規則の一部改正について 

 ○ 大谷理事から研究活動の不正行為の防止に関する規則の一部改正について説明があり，

審議の結果，原案どおり議決された。 

議題５ 自然科学研究科（博士前期課程・博士後期課程）３ポリシーの一部改正について 

 ○ 肥後理事から自然科学研究科（博士前期課程・博士後期課程）３ポリシーの一部改正 

について説明があり，審議の結果，原案どおり議決された。 

議題６ 成績評価に対する不服申し立てに関する取扱要項の改正について 

 ○ 肥後理事から成績評価に対する不服申し立てに関する取扱要項の改正について説明があ

った。また，資料６ページ目「１－９.検討結果報告書受領後，直近の教務・学生支援委員

会，専攻主任会及び教授会に諮るものとする。」中の「教授会」という文言の前に，「研究

科」という文言を追記するとの補足があった。 

○ 服部学長から，成績評価に対する不服申し立てに関する取扱いについて，各学部・研究科

でそれぞれ要項が作られているが，将来的には大学全体で一つの規則としたほうがよいの

ではないかとの意見があった。 



 

○ 審議の結果，資料の一部文言を修正のうえ議決された。 

議題７ 令和５年度学年暦（松江キャンパス）について 

 ○ 肥後理事から令和５年度学年暦（松江キャンパス）について説明があり，審議の結果，原

案どおり議決された。 

報告事項１ 令和５年度医学部入学定員増員計画について 

○ 肥後理事から令和５年度医学部入学定員増員計画について報告があった。 

報告事項２ 令和５年度個別学力試験（一般選抜，専門高校・総合学科卒業生選抜）に係る学

生募集要項及び追試験の実施方法について 

○ 肥後理事から令和５年度個別学力試験（一般選抜，専門高校・総合学科卒業生選抜）に係

る学生募集要項及び追試験の実施方法について報告があった。 

報告事項３ 「全国学生調査（第２回試行実施）」の調査結果概要について 

○ 肥後理事から「全国学生調査（第２回試行実施）」の調査結果概要について報告があった。 

○ 服部学長から，各学部で詳細なデータを確認し，学生の声を真摯に受け止め，改善点があ

れば議論を深めて改善を図ってほしいとの意見があった。 

報告事項４ 電気料等の高騰対応について 

○ 藤波理事から電気料等の高騰対応について報告及び依頼があった。 

報告事項５ 令和４年度防火・防災総合訓練（松江キャンパス）について 

○ 藤波理事から令和４年度防火・防災総合訓練（松江キャンパス）について報告があった。 

報告事項６ コンプライアンス・プログラム（e-ラーニング）の実施状況（R4.10.31現在）に

ついて 

報告事項７ 国際交流協定（部局間）の更新について 

○ 報告事項６及び７は書面をもって報告に代えた。 


